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指定管理施設・出資法人調査特別委員会会議録 

 

日   時  令和２年７月９日（木）      開会時間 午前１０時００分 

                         閉会時間 午後 ２時１２分 

 

場   所   委員会室棟 第４委員会室 

 

委員出席者   委 員 長  久保田 松幸 

        副委員長  卯月 政人 

        委  員  猪股 尚彦  渡辺 淳也  乙黒 泰樹  杉原 清仁 

              桐原 正仁  土橋 亨  清水 喜美男  望月 利樹 

 

委員欠席者   なし 

 

説明のため出席した者 

   県土整備部長 大儀 健一  県土整備部次長 入倉 博文   

県土整備部技監 鶴田 仁  県土整備部技監 飯野 照久 

県土整備部総括技術審査監 渡井 攻  県土整備総務課長 雨宮 利之   

道路整備課長 秋山 久  都市計画課長 若尾 洋一  建築住宅課長 大澤 光彦 

 

観光文化部長 中澤 宏樹  文化振興監 小澤 祐樹   

観光文化部次長 内藤 卓也  観光文化政策課長 村松 久   

世界遺産富士山課長 信田 恭央  文化振興・文化財課長 河野 公紀 

 

農政部長 坂内 啓二  農政部理事 清水 一也  農政部技監 安藤 隆夫 

農政総務課長 三井 一  畜産課長 渡邉 聡尚  食糧花き水産課長 近藤 隆 

 

行政経営管理課長 保坂 一郎 

 

議   題  指定管理施設の管理の業務又は経理の状況及び県が出資している法人の経営 

状況の調査の件 

 

会議の概要  まず、部局審査及び現地調査の結果を踏まえ、意見がある場合は、審査意見書 

の様式により、７月２２日までに事務局あて提出することとされた。 

 次に、７月１７日に実施する現地調査の対象施設等について、その決定を委員 

長に委任することとされた。 

 次に、本日の審査順序について、県土整備部、観光文化部、農政部の順で行う 

こととされた。また、部局審査では、部長等には概要説明の後、自室待機しても 

らい、必要に応じて出席を求めることとされた。 

 次に、午前１０時０３分から午前１１時２３分まで県土整備部所管の指定管理

施設関係及び県出資法人関係、午後１時から午後１時２９分まで観光文化部所管

の指定管理施設関係、午後１時４５分から午後２時１２分まで農政部所管の指定

管理施設関係及び県出資法人関係の審査を行った。 
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※山梨県笛吹川フルーツ公園、山梨県桂川ウェルネスパーク、山梨県道路公社、山梨県住宅供

給公社【県土整備部】関係 

 

質疑 

 

（山梨県笛吹川フルーツ公園について） 

乙黒委員  ４ページの管理業務経理状況の説明書の中で、令和元年度の外部委託費とい

うのが、前年までの部分と比較すると大幅に減っていて、特に植栽業務なんか

は３,０００万円ぐらい金額が落ちている部分があるんですよね。私も地元のフ

ルーツ公園へよく行くことがあるんですけど、あそこってやっぱりさまざまな

果樹を初めとした植木ですとか、そういった部分を楽しみに来られるリピータ

ーが多い中で、ちゃんとその整備が行き届いているのかどうかという部分が、

ちょっと不安な部分も感じているところもありまして、実際に以前よりも花の

手入れがまめにできていないんじゃないかというような声も、聞いたことがあ

る。私が素人目に見てもそれほどわからないんですけど、リピートされている

方の中で、季節によっていろいろな花があったり、手入れの費用だったりは、

これまでかかっていて、ここを見ると相当費用として使っていた部分が少なく

なっているということに不安を感じるんですけど、その点については、どうお

考えでしょうか。 

 

若尾都市計画課長 植栽の管理なんですけれども、外部委託費が大きく下がっている理由は、

平成３０年度から令和元年度に指定管理者がかわっているわけなんですけれど

も、その中で新たな指定管理者が外部委託ではなくて、直営で植栽の管理を行

っています。その関係で外部委託の金額は下がっているんですけれども、植栽

管理は引き続き行き届いているものと、こちらでは判断しております。 

 

乙黒委員  そうすると、この費用の中のどこにその分の費用が計上されているのか、教

えていただけますか。 

 

若尾都市計画課長 例えば、原材料費のところが平成３０年度から令和元年度で大きく金額が

上がっているところがあります。これが直営の植栽のための肥料であるとか苗

であるとか、そういったものを購入している費用の部分になります。 

 

乙黒委員  それぞれの公園の管理とか、目に見えやすい部分と、例えば清掃とか、そう

いった部分と植栽の部分というのは、なかなか素人目にはわからなかったりす

るんですけど、あの公園というのは、本当にそれを目的に県外から多くの人が

訪れる公園ということもありますので、その部分をしっかりと管理する側も、

どこまで丁寧に管理されているか、以前はこうだったけど、実はこの花がこう

いう部分が減っていると、安価な花になっているとか、なかなか一般の方はわ

かりづらいんですけど、玄人目には違うんじゃないかというような部分もあっ

たりするんですよね。 

特に指定管理の業者さんがかわったということで、その辺は割とシビアにし

っかりと指導したほうがいいのかなというふうに思いますが、今後の管理して

いく上でのそういったポイントについてどうお考えか、お聞かせください。 

 

若尾都市計画課長 植栽の管理なんですけれども、今年度からやはり指定管理者がかわったと

いうことで、その構成団体の中に造園業者の方が入っていまして、その方が入

っているので、直営で賄えているというところがあります。 
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  あと、公園の管理の状況なんですけれども、県のほうでもモニタリング調査

ということで、年に三、四回ほど現地へ出向いて確認をするのと、指定管理者

との意見交換もしておりまして、その中で管理が徹底されることを確認するよ

うにしております。 

 

清水委員  アンケートの中身でちょっとお尋ねしたいんだけど、アンケートの改善すべ

き点は何ですかというと、いろいろ回答があると思うんですよね。このアンケ

ートって、毎年多分同じアンケートを使っていると思うが、そのアンケートの

内容をどうやって次の改善につなげていくか、そういう実施度はどういうふう

にやっているんですか。要するにアンケートをとったけども、そのアンケート

をどういうふうに有効に生かしているかという、そこを知りたいんです。 

 

若尾都市計画課長 アンケートは当然回収して中を整理しています。例えば５ページのところ

に利用者の主な意見ということで掲載させていただいておりまして、これは主

な意見なんですけれども、利用者の声を拾いまして、その対応方針を下に書か

せていただいています。 

  あと、具体的に今検討しているのは、例えば案内表示が少ないというような

ことも出ているので、ここについては検討を進めようかとか、そんなようなこ

とで指定管理者とは意見交換をしております。 

 

（山梨県桂川ウェルネスパークについて） 

卯月副委員長  利用状況も良好だという御説明ですけれども、少し体制が変わって、今まで

よりも少し運営方法が良くなって、目に見えるものがあるんですけれども、あ

りがたいことだと思います。そういった中で、３ページに東ゾーンの支障木の

伐採ということがありますけれども、これは既に終わっていることだと思いま

すが、現状、正面の入り口じゃなくて、鳥沢側の入り口のほうに墓地がありま

して、この公園内の用地にある大きな木がどんどん育っていって、墓地に枯れ

葉等が入って非常に支障を来しているような状況があるそうです。そういった

ことを、まず御承知ですか。 

 

若尾都市計画課長 桂川ウェルネスパークは面積が広くて、木もかなり多くて高木も多いとい

うエリアであります。今の具体的な場所については、私のほうで今、手元では

わからないんですけれども、そういった状況であるということでしょうか。 

 

卯月副委員長  私も少し前に立ち会いまして、所長と県の方も来て枝払いをしたらしいんで

すけれども、抜本的な解決には至っていないらしいので、ぜひそういったとこ

ろも地域あっての施設でしょうから対応していただいて、いい関係を築きなが

らやっていかなければいけないと思います。檀家が集まってそんな話をされて

いましたから、県でも指導に力を尽くしていただきたいなというふうに思いま

す。 

 

若尾都市計画課長 今、出先の事務所のほうで立ち会ったということですので、そちらのほう

とも確認をいたしまして、対応したいと思います。 

 

卯月副委員長  結構大きな木なので、予算的にもという話もされていましたけれども、やは

り地域で大事にしている墓地ですから、その辺は良好な関係を築くために、よ

く話し合って対応していただきたいというふうに最後にお願いして終わります。 

 



 

- 4 - 

望月（利）委員 １点だけ関連で、今の施設管理という切り口の中で、少し関連なんですが、

７ページにある管理体制の部分で合計８人という説明を受けました。一方、前

のほうの施設の説明は３１人ということで、人数的に非常に厳しい状況の中で

当然努力されてやっている、そういった部分のところも、今言ったような管理

の行き届きの不足というのにつながってくるんじゃないかなというふうに思っ

ていますが、その辺の部分、適正な人数なのかどうかというところだけ教えて

いただければと思います。 

 

若尾都市計画課長 管理体制につきましては、公園の中にある施設の規模ですとか数であると

か、そういったもので変わってきます。例えば先ほどのフルーツ公園でありま

すと、フルーツドームであるとか箱物があって、有料施設もあるという中で、

管理体制が組まれているものだと認識しています。 

  こちらにつきましては、箱物が管理棟と、体験棟という２棟の建物であるの

と、有料施設も少ないという中で、このような管理体制になっているものと認

識しておりまして、管理のほうも、先ほどもちょっと説明させていただきまし

たが、年４回ほどモニタリング調査ということで、意見交換する中で確認させ

ていただいているのと、今年度から指定管理者のほうもちょっと工夫がありま

して、例えば４ページのところなんですけれども、人件費が平成３０年度から

令和元年度に３００万円ほど上がっております。これは職員の採用を強化する

ということで、今まで非常勤だった職員を雇用で雇うとかというようなことも

しながら工夫していると聞いておりますので、そこら辺の管理体制はとれてい

ると、所管課としては考えております。 

 

望月（利）委員 ぜひ、地元議員の卯月委員の声が届いて心配な状況をつくり出しているとい

うこと、管理体制もしっかりしていただきながら進めていただければと思って

おります。答弁は要りません。 

 

猪股委員  ４ページです。一番下のほうに（参考）自主事業に係る収支状況とあります

けど、これは平成３０年度からマイナスになって、令和元年度もマイナスとい

うことなんですけど、４年ぶりにこの委員会に入りましたから、ちょっと教え

てもらいたいんですけどね、この自主事業というのは、県に関するものなのか、

それとも指定管理者とは離れたものなのか、その辺をちょっとお願いします。 

 

若尾都市計画課長 自主事業につきましては、名前のとおり指定管理者が自主的にやっている

事業であります。県のほうで事業としてお願いしているものにつきましては、

前のページの１ページの設置目的のところにありますけれども、その設置目的

が記載されている部分のところを事業として行ってもらうのは県からお願いし

ている事業になりまして、自主事業のほうは、本当に自主的に指定管理者のほ

うがやっている事業という形になります。 

 

猪股委員  じゃあ、この上の指定管理業務に係る収支状況の中にこの数字は、入ってい

るという解釈でいいんでしょうか。 

 

若尾都市計画課長 上の収支と、下の自主事業に係る収支は独立しています。入っていません。 

 

猪股委員  今の説明で、別個だという解釈であれば、詳細に関しては数字だけでいいか

なと思うんですけど、解釈の仕方でいくと、どっちがどうなんだということで、

ちょっとお聞きしましたけど、わかりました。またほかの指定管理ともつなが
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りますね。あらゆる指定管理の関係で、プラスがあったりマイナスがあったり

するでしょう。それでまたマイナスが余り続くことはやっぱり考えていかなけ

ればならないと思うけど、その辺は県のほうで指導していただきたい。 

 

若尾都市計画課長 この桂川ウェルネスパークの自主事業につきましては、主に売店・レスト

ランの事業になります。指定管理者のほうも、このところを工夫しておりまし

て、新たなメニューの開発であるとか、そんなようなことを取り組んでいくと

いうような話を聞いていますので、そんなことでお金の収支が改善されていけ

ればということを、こちらのほうも考えております。 

 

（山梨県道路公社について） 

渡辺委員  今御説明いただきました１１ページの令和２年度の予算実施計画について、

まず何点かお伺いしていきたいと思うんですけれども、この計画については４

ページに理事会の決議で第２回の令和２年３月２５日に審議されて、このよう

になっていると思うんですけれども、先ほどの御説明の中で、令和２年度につ

いては、新型コロナウイルス感染症の影響は大きく、スバルラインについては、

富士山有料道路については影響を受けているという説明を受けて、その通行台

数にしても交通量収入にしても、大変な減少が見込まれるという御説明もあっ

て、想定されているということだと思います。 

  私としても、地元でゴールデンウイーク中、本来でいえば、書き入れ時であ

るゴールデンウイーク中も、スバルラインが通行どめになっていたということ

で、再開された後も営業時間を短縮して、営業されているということを承知し

ているわけであります。 

  そのような中で、この山梨県道路公社の営業の柱であるこの富士山有料道路

と雁坂トンネル有料道路の２つの有料道路のこれまでの交通量と料金収入とを

昨年度と比較して、今年度令和２年度はどれぐらい差が出ているのか、まずお

伺いしておきたいと思います。 

 

秋山道路整備課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

  昨年度と今年度のこれまでの違いということでございます。スバルライン、

富士山有料道路につきましては、４、５、６、３カ月のうち実は４月２９日か

ら６月１４日まで通行どめをしております。３カ月の中で４７日間ですので、

半分ほど通行どめをした、その比較にもなりますけれども、昨年度の３カ月、

４月から６月までの通行台数といたしましては７万４,８４７台でございます。

対しまして今年度４月から６月の３カ月間の交通量につきましては６,５９０

台でございます。パーセンテージでいくと９％ほどでしょうか。 

  それから、料金収入でございます。昨年度この３カ月の料金収入につきまし

ては２億６,７１５万円でございましたけれども、今年度のこの３カ月につきま

しては１,１７９万円ということで、昨年度に比べて４％ほどの料金収入となっ

ております。ちなみに、６月１５日から通行どめを解除して６月１５日から３

０日まで、ちょうど半月分の比較を見ますと、６月の半分につきましては、昨

年度の２割ほどになっているという状況でございます。 

  それから、雁坂トンネル有料道路の比較でございます。雁坂トンネルのほう

の同じく４月から６月までの昨年度と今年度の状況でございますけれども、昨

年度台数につきましては１２万１,５９１台で、今年度のこの３カ月につきまし

ては６万８,２５９台ということで５６％、半分強でございます。それから料金

収入につきましては、昨年度３カ月分が８,３６９万３,０００円、それから今

年度につきましては５,１８６万８,０００円ということで、収入につきまして
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は６２％の状況でございます。ここも６月だけで比較をしますと、台数につき

ましては昨年度の８割ほど、それから料金につきましては９７％なので、昨年

度並み、６月になって雁坂のほうは、かなり回復してきているという状況でご

ざいます。 

 

渡辺委員  御説明ありがとうございました。１１ページの令和２年度の予算実施計画を

考える中で、大きな収入の柱である２つの有料道路が今の御説明のとおり、も

ちろん雁坂トンネルも収入が、コロナの影響が強かったときは半減ぐらいにな

り、収入も６割、ただ６月以降はだんだん戻りつつあるという御説明の中で、

特に富士山有料道路、スバルラインについては、もう危機的な状況だったとい

う認識はやっぱりありまして、特に収入の面では、もう本当に目も当てられな

いような状況で、また今後こういった影響がどういった、もちろんスバルライ

ンはオープンして時間短縮しながらやっているんですけれども、ただ、例年の

売り上げといいますか、収入に戻ってくるのかというのは、何ともわからない

ところだと思います。 

  そんな中で、令和２年度の予算実施計画を進めていくのが、大変厳しい状況

だと思っております。その中で５ページを見ますと、やっぱり富士山有料道路

は大体８億円ぐらい、道路合計で８億円ぐらいですね。全体的な収益合計の１

５億円の中の半分以上をこの有料道路が占めているということで、この収益が

見込めないということになりますと、令和２年度の予算実施計画を大きく変更

していく必要があるのではないかと考えております。この見直し等をするに当

たって、この大きな柱であるスバルラインの今後の収入見込み等を想定しなが

ら、幾つかパターンをシミュレーションしていく必要があると思います。計画

を見直していくに当たって、現状でどのようなタイミングでどのような対応を

していくのか、次にお伺いしたいと思います。 

 

秋山道路整備課長 ただいまの御質問にお答えいたします。 

  予算実施計画の見直すタイミングであるとか対応の想定という御質問でござ

います。 

  対応につきましては、なるべく早くしたいというふうに考えております。ス

バルラインにつきましては、実は先ほど説明いたしましたけれども、台数制限

と営業時間の制限をしている状況でございます。これが７月１１日からはマイ

カー規制に変わっていく形になりまして、今は普通車の台数制限２５０台でや

っていますけれども、７月１１日以降はマイカー規制になりますので、バスの

台数制限、交通体系というか料金体系が変わってきますので、まだそのマイカ

ー規制中の収入の予測というのが初めてやることなので、ちょっと想定できな

いものですから、当然事前に幾つかパターンは想定して考えていかなければい

けないとは思っておりますけれども、マイカー規制がある程度進んだ段階で、

収入の予測等を出すときがタイミングなのかなというふうに、現時点ではちょ

っと考えております。 

  それから、どのような対応をしていくのかということにつきましては、当然

支出の部を切り詰めていくということになろうかと思いますけれども、考え方

といたしましては、道路管理費、維持管理でありますとか今年度想定していま

した舗装補修であるとか、橋梁補修について、翌年度に送るとか、そういう道

路管理費での縮減、あるいは、７ページ、財産目録の中の下のほうに修繕準備

引当金というものがございます。これはそれぞれ今後補修が想定されるのを予

測して積み立てておくお金でございますけれども、富士山有料道路で約５億円

ございますけれども、こういったものを取り崩して対応していくというような



 

- 7 - 

ことを現時点では想定をしている状況でございます。 

 

渡辺委員  御説明ありがとうございました。スバルラインが７月１１日からマイカー規

制になって、基本的にはバスを想定したシミュレーションを組み上げていくと

思うんですけども、ただ、ことしはもちろん富士登山が基本的に例年のように

できませんので、要は五合目より山頂を目指す登山客がほぼというか、いない

ことが想定されておりまして、今後もバスの台数というのは、例年に比べて激

減すると思われます。 

  そんな中で、収入減が大きく見込まれる中で、先ほどの御説明ですと、道路

の管理費等の縮減をしていく、削っていくと。また、５億円程度積み立てられ

ている修繕準備引当金を使って対応していくということですけども、ぜひそう

いったことで、早目にこの計画の見直しとともに対応をしていっていただきた

いと考えているんですけれども、ただ留意すべきところは、道路の管理費自体

は交通量が少なくなって、雪も当然降るでしょうし、橋梁等の耐震補強も急を

要することもあるでしょうし、さまざまな形でどうしてもかかってしまう部分

があって削り切れない。あるいは余りに縮減すると、維持していくことが道路

の管理レベルを下げてしまうことになって、今後のスバルラインの運用に大き

な支障を来してしまうのではないかという不安や懸念がありまして、ぜひそう

いったことも検討していきながら、道路管理費については考えていっていただ

きたいなと思っております。 

  また、この修繕引当金についても、年間のスバルラインの収入が８億円の中

で５億円程度積み立てられているんですけれども、とてもこの引当金だけでは、

もちろん全部使うわけにはいかないでしょうし、足りないんではないかなと私

としては考えています。 

今後の見通しの中によっては、こういった引当金の公社の資産だけではなく 

て、県としても予算措置、例えば補助金ですとか、できれば補助金がいいです

けれども、県から貸しつけるとか、一時的に、そういった対応も含めて、令和

２年度については、柔軟に対応していく必要が大いにあると考えているんです

けれども、その辺についてはどのように考えているのか、お伺いしていきたい

と思います。 

ぜひ私の思いとしては、今シーズンは静岡県側が五合目まで行けませんので、

日本で唯一富士山の五合目に行けるのはこのスバルラインのみであり、また今

後も県の観光の大きな柱としてスバルライン、富士山有料道路は担っていくこ

とになりますので、ぜひ県としても積極的な今後の対応を求めていきたいと考

えているんですけれども、最後に御所見をお伺いします。 

 

秋山道路整備課長 委員からアドバイスというか、補助金とか貸付金というお言葉をいただき

まして、基本的には公社は独立採算で、その中でやるというのが原則だとは思

っておりますけれども、富士山という県の観光施策の柱でもあるということを

踏まえても、またその公社が、例年８億円ぐらい料金収入がある中で、ここ３

カ月でまだ１,０００万円ほどしか収入がないという中で、今後非常に厳しい、

どこまで回復するかわからない状況の中で、やっぱり県といたしましても、観

光施策、県全体でそのあたりは検討していかなければいけないというふうに、

私も考えたいと思いますので、しっかり対応をしていきたいと思います。 

 

清水委員  ４ページの受託事業の中の維持修繕業務、これについて２点、お尋ねいたし

ます。 

  防災制御システム、これはどういうものをいっているんですか。 
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秋山道路整備課長 システムになりますので、雁坂トンネル内２４時間、監視カメラで監視し

ていますし、あとトンネルが非常に長いものですから、警報装置とか消火の防

災関係の機器がございますけれども、その施設設備、あるいはシステムの更新

の予算でございます。 

 

清水委員  ちょっとよくわからなかったんですが、更新ですから、何か定期的に更新す

るのか、ふぐあいがあって更新するのか。システムの具体的な御説明がなかっ

たんですけども、これで何か問題があって、やったということですか。あるい

は計画的・定期的にやっている内容なんですか。 

 

秋山道路整備課長 設備機器につきましては、更新計画というのを立てておりまして、基本的

には老朽化に伴う更新になります。 

 

清水委員  前に笹子トンネルで崩落事故があったときに、予防保全というのがすごい言

われたんですよね。今回、だからこういうシステムが定期的に予知保全をやっ

ていくかによって、いつも機能が１００％発揮できるというようなことを思う

んですけれども、そういったシステムの予知保全、予防保全、そういうものは

どういうふうにやられるんですか。 

 

秋山道路整備課長 システムにつきましては、基本的には老朽化というよりは、システム自体、

年々進化しつつありますので、その差がある程度出た場合に、ある一定期間で

更新をするというものでございます。お答えになったでしょうか。 

 

清水委員  違う質問をさせていただきます。 

  ２０ページの経営評価のページなんですけれども、効率性というところがす

ごい六十何％と悪い値なんですけど、この数値の分母と分子って何ですか。 

 

保坂行政経営管理課長 この件について、ちょっと調べまして、後ほどお答えをさせていただ

きます。申しわけございません。 

 

清水委員  わかりました。 

  それでですね、財務状況と効率性が非常に悪くて、全体で約７９％というこ

とで、本当は、今後それをどうするかということが、右のほうの総合評価に出

てきてほしいんだけど、これにつながった、その後の評価に答えとして記述が

ないんですよね。そこをどういうふうに考えるかというのを、あわせて後で御

回答をいただきたいと思います。 

 

（山梨県住宅供給公社について） 

猪股委員  ３ページと１７ページの件で、共通になっていると思うんですけど、まず１

７ページ、その他の受託事業、高齢者向け優良賃貸住宅管理事業ってあります

よね。この件でちょっとお伺いしますけど、このヒールビレッジ宮地ほか４団

地、３４戸とありますが、この事業のこの５団地の内容についてお伺いします。 

 

大澤建築住宅課長 これは以前、国の補助を受けまして、民間の方が高齢者向けの賃貸住宅を

つくって貸したというものでございまして、そのときにそちらの管理を住宅供

給公社が行うということのもとで、そういった事業を行っているものでござい

ます。所有者は民間の方でございます。 
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猪股委員  そうしたら、この今の事業は単体というか、単独でということで、継続はな

いという解釈でいいですね。国の事業を活用してやったということでよろしい

ですね。 

 

大澤建築住宅課長 ここに計上されてあります金額は、その建物を管理するために、その建物

の所有者から公社に対して支払われている管理料でございますので、事業自体

は継続というか、もうこれでその建物の管理が終われば、それで終了というこ

とになるものでございます。 

 

猪股委員  ありがとうございました。 

  次に、ファミリー賃貸住宅割賦事業、この１件だけ残っているということな

んですけど、これは今現状と、めどはつきそうなのかどうなのか、その辺はい

かがですか。 

 

大澤建築住宅課長 ファミリー賃貸住宅割賦事業でございますが、前回のときには非常に大き

な問題になりまして、２６年度の当初は５者おりまして、５者の方が１億２,

０００万円を超える未収金があったということでございました。ファミリー賃

貸住宅割賦事業自体の所有者全部で１６者おったんですが、それが今は１者に

なったというふうな状況でございます。未収金のほうも全て解消されておると

いう状況で問題は生じておりません。その１者の方も、今のところ滞りなく未

収金もなく全部返済をしておりますので、問題は起こっておりません。 

 

猪股委員  １件については、未払いがないということで、そのまま継続で賃貸をしてい

くという解釈でよろしいかなということですね。いいです。 

  あと１点だけ、ちょっとお伺いします。県の分譲住宅後払い割賦事業、これ

は５件とありますけど、この後払い割賦事業とは何ぞや教えていただきたい。 

 

大澤建築住宅課長 最初に分譲しまして、その後分割でそのときの住宅の購入資金を後払い割

賦で払っていくと、そういった制度を一部導入したものがございまして、それ

がまだ数件残っておるというものでございます。 

 

猪股委員  こういった解釈だと、私の地元の響が丘にありますよね。あの中にもそうい

うところがあるという解釈かな。いかがですか。 

 

大澤建築住宅課長 響が丘はございません。旧甲西町の団地に５件ございます。 

 

猪股委員  いいです。ありがとうございました。 
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※山梨県立富士北麓駐車場、山梨県立文化ホール【観光文化部】関係 

 

（山梨県立富士北麓駐車場について） 

渡辺委員  ２ページの４、利用状況、利用者満足度の状況の中で、平成２７年度から平

成３０年度までは、その利用実績が右肩上がりにふえてきているかと思います。

ただ、指定管理者が令和元年度からかわったということもあるんですけれども、

平成３０年度に比べて令和元年度３,０００台あるいは２,５００台ぐらい減っ

ているんですけれども、やっぱりこれは新型コロナの影響で２月、３月の利用

状況だったのか、それともほかに原因があるのか、ちょっとお伺いしたいと思

います。 

 

信田世界遺産富士山課長 こちらにつきましては、マイカー規制期間中の利用台数ということ

でございまして、昨年は梅雨明けが平成３０年に比べまして１カ月ほど遅かっ

たということが影響して、利用の減少につながったものと見ております。 

 

渡辺委員  それを考えるとマイカー規制が今年度はまさに今から始まる中でどうなって

いくのか、かなり心配なところもあるんですけれども、それとはちょっと別に、

次の４ページの５の指定管理業務に係る収支状況の中で、平成２７年から収入

の部のところで２７年度から３０年度までは、基本的に委託料と自動販売機の

収入で構成されていると思うんですけれども、指定管理者がかわった令和元年

度からは、その他として計上されている部分があると思いますけれども、その

他の部分についてお伺いいたします。 

 

信田世界遺産富士山課長 こちらにつきましては、昨年度第３駐車場であります芝生のほうに

車両が入ってしまって損傷したということから、その修理の費用をいただいた

ということでございます。 

 

渡辺委員  それでは、これは想定外というか、今後継続的に計上されていくものではな

いという理解でよろしいんですね。 

 

信田世界遺産富士山課長 はい、そのとおりでございます。 

 

渡辺委員  指定管理者がかわって、さまざまな形で工夫をなされていると思うんですけ

れども、今後、始まったばかりですので、さまざまな点で留意していかなけれ

ばならないという中で、大きく以前の指定管理者からこの令和元年度で変わっ

た部分、指定管理者がかわって、この運営について変わった部分が大きなもの

があれば教えていただきたいと思います。 

 

信田世界遺産富士山課長 始まってまだ１年ちょっとということでございますけれども、以前

は例えば自主事業につきましては、自転車を置いて周遊を楽しむという感じで

したが、今回昨年度はちょっと実績が残念ながらできなかったんですけれども、

かなり地域振興等に資するようなイベントを企画されていまして、残念ながら

ちょっと日程の都合とかいろいろ、例えばヘリコプターで遊覧をするという大

きな企画をいただいていたんですが、駐車場の周囲の樹木の高さが航空法上の

基準に合わないということで、断念せざるを得なかったとか、そういうような

ものがありますが、意欲を持って地域振興事業に取り組むというところが大き

かったと思います。 
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望月（利）委員 何点かお伺いしたいと思いますが、今回の見込みが２万７,６３６台というこ

とで３万１,４４９台ということで、見込み以上の稼働率になったというところ

で、一方でその利用率という３ページの欄には４２.８％ということですが、こ

の辺の整合性というのはどうなっていますか。 

 

信田世界遺産富士山課長 目標値が平成３０年度は２万７,９２０台、令和元年度が２万７,６

３６台に対して、利用実績が下がったということでございますので、分母が若

干ふえましたが、分子のほうがそれよりも大きく減ったということで、その率

が反映されているというふうに思っております。 

 

望月（利）委員 余り細かい部分であれなんですが、目標を上回っていて４２.８％というのは

どんな積算方法なのかな。恐らく通年で考えたときに、冬季は駐車台数が少な

いという部分、梅雨明けの富士山の登山状況のときには、うんともう稼働率が

上がって、平均すると４２.８なのかなというふうに思いながら質問させていた

だきました。また、じゃあ、その辺もいいですか。 

 

信田世界遺産富士山課長 申しわけございませんでした。こちらにつきましては、通年で計算

したものでございますが、土日、祝日、お盆等の利用が高いところにつきまし

ては６２.３％あります。平日についてはやっぱり３０.９％という率になって

おります。 

 

望月（利）委員 もう一点なんですが、利用料金制を導入していないという御説明がありまし

た。その料金制度について、どういうパターンがあるのか、そしてなぜその料

金制度を導入していないのか、お聞かせいただけませんでしょうか。 

 

信田世界遺産富士山課長 指定管理制度を導入した場合には、そこの利用料金を指定管理者の

収入にする利用料金制度と、指定管理者の収入にせずに山梨県の収入にする使

用料と２種類ございます。当該施設につきましては、マイカー規制期間中に有

料で開放しているということがございまして、かなり天候に左右されるとか、

指定管理者の営業努力によって大きく伸びるというところがなかなか見えにく

いという点から、利用料金制度が導入されていないというところでございます。 

 

望月（利）委員 最後なんですが、そういった中で、その駐車代、バス代が高いとか、また料

金制度をまとめてほしいというような要望もある中で、今の利用料金制度、今

指定管理者の努力が反映されづらいということだったんですが、その辺のとこ

ろの連動とか見直しとかということは考えていますでしょうか。 

 

信田世界遺産富士山課長 基本的に、必要な経費に対して収入が完全に黒字になるという状況

に、コンスタントに黒字になるという状況にない中で、やはり利用料金を見直

すということについては、減額等々については今のところ考えておりません。 

 

（山梨県立県民文化ホールについて） 

猪股委員  県立文化ホールのことでちょっとお聞きしますけど、利用者は若干少なくな

っているということと、そうすると４ページにある収支状況、駐車場収入も減

るのはこれに比例するかと思うんです。ただ、文化ホールの中でイベントによ

ってここに駐車場が不足とか十分だとか、いつも大きなイベントをしているわ

けじゃないですから、これに合わせることはなかなかできないんですけど、聞

きたいのは免除、駐車場代が免除となる、減免というか、その辺は今どんな形
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でやっていますか。それで１台幾らでしたか、その辺も教えていただきたい。 

 

河野文化振興・文化財課長 まず、駐車場の利用料金でございますが、利用料金は１時間まで

１００円、以降３０分ごとに５０円をいただいております。チケット購入利用

者等の短時間利用者の利便性を考慮いたしまして、３０分未満の駐車は無料と

しております。 

  今、委員からお話のございました駐車免除の件でございます。少々お待ちく

ださい。 

 

久保田委員長  河野課長、今わからなかったら、次に提出してください。 

 

河野文化振興・文化財課長 よろしいですか。申しわけございません。 

 ちょっと免除という運用がございませんで、全館貸し切りの場合に低額でやっ

ているとか、そういった運用はやっております。 

 

猪股委員  聞きたいのは、利用団体ですね。利用団体が契約したときに、我々もたまに

は行ったときに免除されているときがあるじゃないですか。無料、それはその

後、団体から支払いがされているとは思うんですけど、公共の施設、これは指

定管理に出しているんだから、この駐車場免除という形は普通はないんではな

いかなと思うんだけど、どこかそういう団体から駐車場の料金は支払いをされ

ているのかどうなのかということ、そこを聞きたい。だから、無料ということ

は基本的にはないということですよね。 

 

河野文化振興・文化財課長 委員、おっしゃるとおりでございます。無料ということはござい

ません。 

 

猪股委員  わかりました。 

 

清水委員  ５ページに、長寿命化計画に基づいて対応しているとあるんですけど、この

文化ホールに関する長寿命化計画ってどういう計画なんですか。 

 

河野文化振興・文化財課長 県民文化ホールについてでございますが、山梨県の公共施設等総

合管理計画に基づきまして、その個別計画を平成３１年３月に策定してござい

ます。使用年数８０年を目標といたしまして、計画的な改修を予定しておりま

す。１０年という計画期間の中でございますけれども、建物の本体の外壁や屋

上防水ですとか、あと空調設備、給配水設備などの改修を予定しております。 

  また、施設の利便性の向上を図るために、ユニバーサルデザイン化の改修も

あわせて行っております。令和元年度にはロビーに授乳室を整備いたしまして、

トイレは令和３年度までに全て洋式とする予定となっております。 

 

清水委員  ３ページにある補修工事等という、この中身はその長寿命化計画の中で、計

画に基づいてやっている内容なんですか。 

 

河野文化振興・文化財課長 計画に基づき、施設全体の優先順位を踏まえまして対応させてい

ただいております。 

 

清水委員  そうすると、令和元年度は長寿命計画の中で、この補修工事に対して予算は

どのくらいとっていたということなんですか。 
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河野文化振興・文化財課長 申しわけありません。確認をして、後ほどお答えを申し上げさせ

ていただいてよろしゅうございましょうか。申しわけございません。 

       （後日、書面で回答） 

 

清水委員  予算が何千万円かあって、このときにこれを足すと千五百何万円ですか、そ

ういう予算達成率、計画達成率が何％とこう出てきますよね。そういう管理が

必要だと思うんですけど、そういう管理はやっていないんですか。 

 

河野文化振興・文化財課長 当然、指定管理者のほうでも毎年点検をいたしまして、施設の劣

化ぐあいを確かめております。それで予算要求もしてございますけれども、そ

の中でも毎年の点検の中で優先順位が変わってまいりますので、最終的に整備

をすべきところというのは計画上位置づけておりますが、達成率とかそういっ

たところではなく、その劣化のぐあいですとか、修繕の優先度に応じて対応し

ている状況でございます。 

 

乙黒委員  １点だけ、４ページのこの支出の説明の中で、外部委託費の中で建物の維持

総合管理が例年に比べて多いのと、その下の設備関係補修費が逆に今年度はな

くなっているという部分の説明だけちょっとお願いします。 

 

河野文化振興・文化財課長 令和元年度は、建物維持の総合管理と設備関係保守のところを一

括して契約させていただいておりまして、恐れ入ります、上記のほうにまとめ

て計上している状況でございます。 

 

 

 

 

※（公財）山梨県子牛育成協会、山梨県立まきば公園、山梨県立富士湧水の里水族館【農政 

部】関係 

 

質疑     なし 

 

以 上 

 

 

指定管理施設・出資法人調査特別委員長  久保田 松幸 


